
資料 ２

平成２２年１０月

海事局運航労務課

船員法施行規則の一部を改正する省令について

１．背景

船員法事務の円滑な運用の確保を目的とし、船舶所有者・船舶・船員についての実態

を十分に把握するため、船員法（昭和２２年法律第１００号）第１１１条は、船舶所有

者に対し、大臣への報告義務を規定し、船員法施行規則（昭和２２年運輸省令第２３号）

第７３条第３項においては、当該報告義務に係る報告書の様式（第１９号書式）を定め

ている。

今後、船員労務監査等の船員法事務をより一層的確に実施していくためには、船舶所

有者に対し、船舶に固有の情報を報告することを求めることが必要不可欠である。

したがって、船員法施行規則第７３条第３項において規定する報告書の様式（第１９

号書式）に関し、所要の改正を行う必要がある。

２．概要

（１）船舶番号の追加（第７３条第３項関係）

所属船舶に係る事項として、船舶番号（船舶法施行細則（明治３２年逓信省令第２

４号）第１７条の２第１号又は小型船舶の登録等に関する法律（平成１３年法律第１

０２号）第６条第２項）を報告することとする。なお、総トン数２０トン未満の漁船

にあっては漁船登録番号（漁船法（昭和２５年法律第１７８号）第１６条）を報告す

ることとする。

（２）施行期日（附則第１項関係）

この省令は、公布の日から施行することとする。

（３）経過措置（附則第２項関係）

平成２２年１０月１日現在の事業状況に係る船員法第１１１条の報告の様式は、

なお従前の例によることができることとする措置を行う。

３．スケジュール

公 布 平成２２年１０月１９日

施 行 平成２２年１０月１９日（公布の日）
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